
2021年4月1日

令和６年３月27日（水）

政策統括官（総合政策担当）付政策統括室

（参考資料３）副教材の改善（案）について

社会保障教育の推進に関する検討会（第２回）



（１）令和４年度検討会改善案反映

ー修正分
※昨年度の検討会報告書において示された改善案を踏まえ、

副教材を修正



高齢者の居住環境の整備
障害福祉サービスの提供
児童扶養手当などの支給

介護が必要になった方
へ介護サービスの提供

◇ 介護保険

保育所などの設置
児童手当の支給

☆ 児童福祉

仕事中の病気
ケガの補償

◇ 労災保険
失業時のサポート
育児や介護期間中の
就業者に対する支援

◇ 雇用保険

結婚
出産

退職

特定健診（生活習慣
病予防）などの実施

□ 保健事業

妊婦健診
乳幼児健診など

□ 母子保健

厚生年金保険料
健康保険料
支払開始※20 歳

国民年金加入
国民年金保険料
支払開始

成人

就職

老齢になったときや障害
を負ったとき、家族が死
亡したときに年金を支払
い収入面を保障

◇ 年金保険

病気、ケガをしたときなど
に医療サービスを提供

◇ 医療保険

☆ 社会福祉

わたしたちの生活と社会保障制度

食品、医薬品の安全性の確保
安全な水道水の供給
感染症への対応など

□ 公衆衛生

困窮している方に生活費や
医療などを給付

就労支援などを実施

○ 生活保護

出産に必要な費用の一部
を医療保険から給付

◇ 出産育児一時金

就学
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わたしたちの安定した生活に欠かせない社会保障制度。日々の「安心」の確保や生活の「安定」
を図るための制度であり、一生を通じてわたしたちの生活を支える役割を担っています。

※自営業者は国民年金保険料・国民健康保険料

40 歳
介護保険料
支払開始

修正前



※自営業者は国民年金保険料・国民健康保険料

介護が必要になった方
へ介護サービスの提供

◇ 介護保険

保育所などの設置
児童手当の支給

☆ 児童福祉

仕事中の病気
ケガの補償

◇ 労災保険 失業時のサポート
育児や介護期間中の
就業者に対する支援

◇ 雇用保険

結婚 出産

退職

特定健診（生活習慣
病予防）などの実施

□ 保健事業

妊婦健診
乳幼児健診など

□ 母子保健

厚生年金保険料
健康保険料
支払開始※

20 歳
国民年金加入
国民年金保険料
支払開始

成人

就職

老齢になった、障害を
負った、家計を支える人
が死亡したときに、年金
を支払い収入面を保障

◇ 年金保険

病気、ケガをしたときなど
に医療サービスを提供

◇ 医療保険

障害福祉サービスの提供、
児童扶養手当などの支給、
高齢者の居住環境の整備

☆ 社会福祉

食品、医薬品の安全性の確保
安全な水道水の供給
感染症への対応など

□ 公衆衛生

困窮している方に生活
費や医療などを給付、
就労支援などを実施

○ 生活保護

出産に必要な費用の一
部を医療保険から給付

◇ 出産育児一時金

就学

40 歳
介護保険料
支払開始

◇：社会保険

□：公衆衛生

☆：社会福祉

○：公的扶助

（凡例）制度の種類

生活に困窮している方
の自立をサポートする
ために就労、家計相談や
住まい等の支援を実施

☆ 生活困窮者自立支援

わたしたちの生活と社会保障制度

わたしたちの安定した生活に欠かせない社会保障制度。日々の「安心」の確保や生活の「安定」を図るための
制度であり、一生を通じてわたしたちの生活を支える役割を担っています。

修正案
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https://www.mhlw.go.jp/content/001116376.pdf


・「医療保険」は、病気やケガなどで通院や入院をした、出産したときなどに給付され、国民全員が加入しています

（国民皆保険）。

・「年金保険」は、収入減少というリスクに対して収入面で保障する制度で、長生きをした（老齢年金）、障害を

負った（障害年金）、お父さんやお母さんなど家計を支えていた方が亡くなった（遺族年金）ときなどに受給でき

ます（国民皆保険） 。

・「介護保険」は、高齢者の介護サービスを提供しています。

日本の社会保険制度

これらの社会保険制度は、

皆さんが支払う保険料（収入に応じて負担）と税金で運営され、社会全体で支え合う仕組みになっています。
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修正前



日本の社会保険制度

55

これらの社会保険制度は、皆さんが支払う保険料（収入に応じて負担）と税金で運営され、

社会全体で支え合う仕組みになっています。

修正案

※ 障害年金・遺族年金は、
若くても、要件を満たせば、
年金受取の対象となります。

・「医療保険」は、病気やケガなどで通院や入院をしたときなどに給付され、国民全員が

加入しています（国民皆保険）。

・「年金保険」は、収入減少というリスクに対して収入面で保障する制度で、長生きをし

た（老齢年金）、障がいを負った（障害年金）、親など家計を支えていた方が亡くなっ

た（遺族年金）ときなどに受給できます（国民皆年金） 。

・「介護保険」は、高齢者の介護サービスを提供しています。

障害年金・遺族年金は、
若くても、要件を満た
せば、年金受取の対象
となります。



「保険」とは、誰もが人生のなかで遭遇する可能性のある様々なリスク（病気・ケガ・退職や失業、長生きによる

収入減少など。）に備えて、人々が集まって集団（保険集団）をつくり、あらかじめお金（保険料）を出し合って、

リスクに遭遇した人に必要なお金やサービスを支給する仕組み。

⇒社会全体でこのような「保険」の仕組みを作るのが「社会保険」

社会保険がないと・・・ 社会保険があれば・・・

社会保険とは？
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リスク
発生

リスクに
備えて
たくさん
貯金！

貯金では
足りな
かった･･･

あとどのくらい
貯めれば

いいのかな･･･

リスク
発生

会社ごとに

強制加入

従業員のため
に会社も出し
ましょう

リスク
発生

貯金だけでは
足りないとこ
ろだった･･･

リスク
発生

保険料を
払っていて
良かった･･･

自営業の人等

は地域で

強制加入

地域のみんなで
出したらこんな額に！

修正前



社会保険とは

社会保険があれば・・・

社会全体でこのような

「保険」の仕組みを作るのが

「社会保険」です。

「保険」とは、誰もが人生のなかで遭遇する可能性のある様々なリスク
（病気・ケガ・退職や失業、長生きによる収入減少など。）に備えて、
人々が集まって集団（保険集団）をつくり、
あらかじめお金（保険料）を出し合って、
リスクに遭遇した人に必要なお金やサービスを支給する仕組みです。

自営業の人等は地域で必ず加入
保
険
料
を

払
っ
て
い
て

良
か
っ
た
・
・

リスク
発生

貯
金
で
は

足
り
な
か
っ
た
・
・

社会保険がないと・・・

リスクに備えて
たくさん貯金！ で

も
あ
と

ど
れ
く
ら
い

貯
め
れ
ば

い
い
の
か
な
・
・

リスク
発生

会社も出します

貯
金
だ
け
で
は

足
り
な
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
・
・

リスク
発生

地域のみんなで
出したらこんな額に！

会社ごとに必ず加入

修正案
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結婚
出産

退職

成人

就職

就学

社会保障制度を支える主な「職業」
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保育士

医師

保健師

地方公務員 国家公務員

企業の人事

担当者

薬剤師

歯科医師

助産師

准看護師

看護師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

義肢装具士

言語聴覚士

臨床検査技師

臨床工学技士

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

あん摩マッサー

ジ指圧師

はり(鍼)師

きゆう(灸)師

柔道整復師

救急救命士

介護福祉士

社会福祉士 精神保健福祉士

公認心理師

管理栄養士

栄養士

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

社会保険

労務士

医療事務調剤事務

修正前社会保障制度を支える主な「職業」



結婚
出産

退職

成人

就職

就学

保育士

医師

保健師

地方公務員

国家公務員

企業の人事担

当者

薬剤師

歯科医師

助産師

准看護師

看護師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

義肢装具士

言語聴覚士

臨床検査技師

臨床工学技士

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

あん摩マッサー
ジ指圧師

はり(鍼)師

きゆう(灸)師

柔道整復師

救急救命士

介護福祉士
社会福祉士 精神保健福祉士

公認心理師 管理栄養士 栄養士

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

社会保険

労務士

医療事務調剤事務

修正案社会保障制度を支える主な「職業」
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社会保障制度を支える職業には様々あり、雇用を創出して経済を支えています。⾝近な人が就いている職業

や、将来やってみたい職業などに○をつけてみましょう。



（１）令和４年度検討会改善案反映

ー追加分
※昨年度の検討会報告書において示された改善案を踏まえ、

副教材を追加
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不
足
額

貯蓄で備える場合

事故
発生

必
要
な
お
金
の
額

保険で備える場合

貯蓄
開始

保険
加入貯蓄期間 保険期間

貯
蓄
額

貯金では足り
なかった･･･ 保険料を

払っていて
良かった･･･

事故
発生

事故
発生

保険の例：
保険料を毎年3万円支払い、
事故発生時に1000万円受取る。

貯蓄例：
毎年少しずつ貯金して、
数十年後に1000万円貯める。

金
額

金
額 あらかじめ

決められた
金額の受取

貯蓄と保険の違い ～貯蓄は三角、保険は四角～

✓ 貯蓄は 少しづつお金が増えるので、事故などで突然多額の支払いが必要になった時、不足するこ
とが考えられます。

✓ 保険は 加入後すぐに、あらかじめ決められた金額を受け取ることができます。

新規



給与明細書例（2023年１月）
※金額は概算です

月給：2０万円の場合

支
給

基本給 2０0,000

諸手当（通勤費等） 20,000

支給計 2２0,000

控
除

社会
保険料

健康保険 1０,０００

厚生年金保険 2０,００0

雇用保険 1,００0

直接税 源泉所得税 4,００0

住民税 ７,０００

控除計 ４２,０００

差引支給額 1７８,０００

支
給

生活扶助 ７６，42０

住宅扶助（限度額） ５３，７００

生活保護費 130，１2０

・生活保護の申請は国民の権利です。

・生活保護を必要とする可能性はどなたに

もあるものですので、ためらわずにご相

談ください。

(円）

無給 (円）

生活保護には、生活,住宅,住居,教育,医療,
介護,出産,生業,葬祭への扶助があります。

生活保護費例

※金額は概算です

※３0歳、独⾝、東京都23区在住、持家なしの場
合の金額です

※収入（給与、年金等）がある場合は、下記の額
から収入を差し引いた額が支給額になります

病気やケガなどで通院や入院をした、
出産したときなどに安心して医療を受
けるための保険料
※ 医療費の一部が軽減される 等

高齢になった（老齢年金）、障害を
負った（障害年金）、家計を支えてい
た親等が亡くなった（遺族年金）と
いった理由により、収入が減少したと
きに年金を受給するための保険料

失業したときや育児や介護で休業した
ときに手当を受けるための保険料

※１ 会社によって種類や内容は異なります。

※２ 社会保険料は、雇用者の場合、事業主と本人が半分ずつ負担します。

※３ 介護が必要な状態になったときに、介護サービスを受けるための
介護保険は、40歳から納付開始となります。

給与明細書や生活保護支給額の例

✓ 下の給与明細書の支給計ごとに、社会保険料はいくらになっているでしょうか。

✓ あなたが将来、もし仕事につけない状況などになり、最低限度の生活を維持できなくなった
ら、生活保護の申請ができます。生活保護制度の趣旨や種類を確認してみましょう。

新規

12



15～64歳

65歳以上

（出典）令和２年総務省統計局『国勢調査』、 『日本の将来推計人口（令和５年推計）』（出生中位（死亡中位）推計）

1990年

「若返り」という変化を踏まえた「高齢者」１人を支える「現役世代」の人数

2020年 2050年

✓ 少子高齢化により「高齢者（65歳以上）」１人を支える「現役世代（15～64歳）」の人数は減少（いわゆる「騎馬戦型から肩車型へ」）

✓ 一方で、現在の高齢者は10～20年前と比較して、加齢に伴う⾝体的機能変化の出現が5～10年遅延しており、「若返り」現象

がみられるとされている（日本老年学会・日本老年医学会「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ報告書（平成29年 ）」）。

「高齢者」を65歳
以上とした場合

「高齢者」を70歳
以上とした場合

「高齢者」を75歳
以上とした場合

15～69歳

70歳以上

15～74歳

75歳以上

新規
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～ 市場経済 ～

労働等の提供

所得の分配
（賃金の支払い等）

～ 社会保障制度 ～

（貢献度に応じて所得を得る）

負担能力に応じた税、
社会保険料の支払い

必要に応じた社会保障
（お金やサービス）の提供

一次分配

私的保障
（自分が自分のために備える）

預貯金、金融商品（iDeCo、NISA等）、
民間の保険等

公的保障
（国が国民と支え合って備える）

公的年金保険、公的医療保険、公的
介護保険等

企業保障
（企業が雇用者のために備える）

退職一時金、企業年金、介護看護休職
制度等

（必要に応じて所得を再分配する）

政府市場（職場） 国民（家計）

再分配

社会保障制度と市場経済の関係図

３つの保障

➢ 社会保障（＝公的保障）の他に、どのような保障があるか、下のワードを参考に確認してみましょう。

※権丈善一著「ちょっと気になる社会保障」を基に作成

社会保障制度による「所得の再分配」

✓ 社会保障制度は、私たちが市場での貢献度に応じて得た所得を、家計の必要度に応じて修正する『所得の
再分配機能』を果たしている。

✓ 社会保障（＝公的保障）の他に、企業保障や私的保障がある。それぞれの特質を踏まえて、バランス良く
リスクに備える必要がある。

新規
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社会保障には、経済を底支えし、活性化させる機能がある

○社会保障分野の経済効果は、主要産業よりもおおむね高い。

○社会保障分野の経済効果は全産業の平均より高い。

特に高齢化が進んでいる県で高く、例えば、秋田県（全国１位）は神奈川県（全国44位）より高い。

※どの産業でも全国の経済効果が一番高い。

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

全国 神奈川県 秋田県

全産業平均

（２県）

社会保障分野

（出典）総務省・神奈川県・秋田県「平成27年（2015年）産業連関表（107部門）」を基に厚生労働省政策統括室にて作成

（参考）経済効果：ある産業に生じた最終需要がその産業の生産を増加させ、原材料の購入等を通じて次々と各産業の生産が誘発される効果が「一次波及効果」。
さらに、生産増が所得増を呼び、所得増が消費を増大させ、更なる生産を増加させることから生じる効果が「追加波及効果」。
グラフ内の経済効果（総波及効果）は「一次波及効果」と「追加波及効果」を勘案して算出した効果。

新規
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社会保障の充実により、若い世代も含めた新たな雇用創出が期待される

○社会保障分野の雇用創出効果は、主要産業よりもおおむね高い。

○社会保障分野の雇用創出効果は全産業の平均よりおおむね高い。「社会保険・社会福祉（保育を含む）」は、

高齢化が進んでいる県で高く、例えば、秋田県（全国１位）は神奈川県（全国44位）より高い。

※全国の雇用創出効果が一番高いとは限らない。

（出典）総務省・神奈川県・秋田県「平成27年（2015年）産業連関表・雇用表（107部門）」を基に厚生労働省政策統括室にて作成

（参考）雇用創出効果：ある産業において１単位（ここでは百万円）の最終需要が発生したときに、直接・間接にもたらされる労働力の需要増加を示す係数。
ここでは雇用誘発係数を算出。
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（２）副教材の充実
※統計データや制度説明資料を充実させてほしいとの

ご要望を受け、授業に活用できそうな資料を追加

（ウェブページのみ）



（資料出所）文部科学省「令和２年度体力・運動能力調査」

18.3%
14.0%

10.8%
6.4%

48.3%

46.7%

42.3%

29.1%

14.7% 19.7% 27.4%

27.9%

9.7% 10.7%
10.8%

18.4%

1998 2004 2009 2014

65歳以上

80歳以上

60歳以上

75歳以上

70歳以上

新体力テストの合計点の年次推移 「高齢者とは何歳以上か」との質問への回答

（資料出所）
⚫ 全国60歳以上の男女へのアンケート調査（「高齢者の日常生活
に関する意識調査結果」より）
※ 2009年までは、調査員による面接聴取法により調査。 2014
年は、郵送配布・郵送回収法により調査。
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✓ 高齢者１人を支える現役世代の人数は大きく減少している。
✓ 一方で、労働参加が適切に進めば、非就業者１人に対する就業者の人数は増加する可能性。

高齢者現役世代比と非就業者就業者比の推移と予測

7.4
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5.8

4.8

3.9

3.3
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8

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

経済再生・労働参加進展シナリオ

ゼロ成長・労働参加現状シナリオ

高齢者１人を支える現役世代の人数

非就業者１人に対する就業者の人数

実績値 予測値
← →

（人）

新規
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（資料出所）厚生労働省「平成29年版厚生労働白書｣図表１－２－８

（年）



（３）デザインの修正
※デザインの専門家により作成された厚生労働省統一様式

に合わせるなどしてより分かりやすい資料に修正
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生涯にわたる社会保障の給付と負担のイメージ
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年金
医療
介護

保険料・税金の
支払い
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修正前



0歳 5歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

給
付
金
額

負
担
金
額

子ども期 成人期 高齢期

社会保障の給付と負担のイメージ

子ども・
子育て支援
教育

保険料・税金の
支払い

年金
医療
介護

修正案

資料出所：各種統計を基に、厚生労働省において推計。
（注） 令和２年度（データがない場合は可能な限り直近）の実績をベースに1人当たりの額を計算している。
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（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計

1990年(実績) 2040年 2070年

75歳～
599( 5%)

65～74歳
894( 7%)

総人口
1億2,361万人

総人口
1億1,284万人

65～74歳
1,187(14%)

15～64歳
4,535(52%)

～14歳
797(9%)

総人口
8,700万人

７５

６５

歳

75歳～
2,180(25%)

15～64歳
8,614(70%)

～14歳
2,254(18%)

１５

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

～14歳
1,142(10%)

75歳～
2,227(20%)

65～74歳
1,701(15%)

15～64歳
6,213(55%)

○団塊のジュニア世代が６５歳となる2040年には、65歳以上が全人口の35％となる。
○2070年には、人口は8,700万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約39％となる。

2020年(実績)

65～74歳
1,742(14%)

75歳～
1,860(15%)

総人口
1億2,615万人

～14歳
1,503(12%)

15～64歳
7,509(60%)

団塊世代
（1947～49年
生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年
生まれ）

日本の人口ピラミッドの変化

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０
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日本の人口ピラミッドの変化

✓ 団塊ジュニア世代が65歳となる2040年には、65歳以上が全人口の35％となる。

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計
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修正案
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年金

医療

福祉その他

1人当たり社会保障給付費
年金

福祉その他

医療

一人当たり社会保障給付費（右目盛）

1990
（平成2)

1950
（昭和25)

（兆円） （万円）

24.9

0.1 0.7

2000
（平成12)

2023
(予算ﾍﾞｰｽ)

134.3

社会保障給付費の推移

1980 2000 2020
2023

(予算ﾍﾞｰｽ)

国内総生産（兆円）Ａ 248.4 537.6 535.5 571.9 

給付費総額（兆円）Ｂ 24.9(100.0%) 78.4(100.0%) 132.2(100.0%) 134.3(100.0%)

（内訳）年金 10.3( 41.4%) 40.5( 51.7%) 55.6( 42.1%) 60.1( 44.8%)

医療 10.8( 43.2%) 26.6( 33.9%) 42.7( 32.3%) 41.6( 31.0%)

福祉その他 3.8( 15.4%) 11.3( 14.4%) 33.9( 25.6%) 32.5( 24.2%)

Ｂ／Ａ 10.0% 14.6% 24.7% 23.5%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「令和2年度社会保障費用統計」、2021～2023年度（予算ベース）は厚生労働省推計、

2023年度の国内総生産は「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和5年1月23日閣議決定）」

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000,2010及び2020並びに2023年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。
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（昭和35)
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（昭和45)
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（昭和55)
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(平成22)

132.2

2020
(令和2)
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「令和3年度社会保障費用統計」、2022～2023年度（予算ベース）は厚生労働省推計、
2023年度の国内総生産は「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和5年1月23日閣議決定）」

社会保障給付費の推移
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福祉その他 医療 年金 1人当たり社会保障給付費

（兆円） （万円）

1995 2000 2005 2020 20231990 2010 2015

1990 2000 2010 2020
2023

(予算ﾍﾞｰｽ)

国内総生産（兆円） 452 538 505 536 572 

給付費総額（兆円） 48 (100%) 78 (100%) 105 (100%) 132 (100%) 134 (100%)

（内訳）年金 24 (50%) 41 ( 52%) 52 (50%) 56 (42%) 60 (45%)

医療 19 (40%) 27 ( 34%) 34 (32%) 43 (32%) 42 (31%)

福祉その他 5 (10%) 11 (14%) 19 (18%) 34 (26%) 33 (24%)

給付費総額／国内総生産 11% 15% 21% 25% 24%

（注） 計数は、それぞれ四捨五入によっているため、 端数において合計と合致しないものがある。

修正案
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